
 
 

第14回 ＨＴＬＶ－１対策推進協議会 
 

令 和 元 年 １ ０ 月 ２ ５ 日 （ 金 ) 

１ ４ ： ０ ０ ～ １ ６ ： ０ ０ 

厚 生 労 慟 省 中 央 労 働 委 員 会 講 堂 （ ７ 階 ） 

 

議 事 次 第 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１） HTLV-1 の感染症法上における取扱いについて 

（２） その他 

 

３ 閉会 

 

配付資料 

資 料 １   HTLV-1 感染の感染症法・５類感染症指定に関する要望書 

        【日本ＨＴＬＶ－１学会】 

資 料 ２   HTLV-1 感染の感染症法・５類感染症指定に関する要望 

                 【内丸参考人提出資料】 

資 料 ３   HTLV-1 を感染症法における５類感染症に指定することの意見書 

                                        【菅付構成員提出資料】 

    

 

miyazato2
鬯ｯ・ｯ繝ｻ・ｩ髯晢ｽｷ繝ｻ・｢繝ｻ繝ｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ髫ｰ・ｫ繝ｻ・ｾ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｴ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｯ・ｩ隰ｳ・ｾ繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｵ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｺ鬯ｮ・ｯ繝ｻ・ｷ繝ｻ縺､ﾂ�鬮ｫ・ｴ闔ｨ螟ｲ・ｽ・ｽ繝ｻ・ｦ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｹ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｧ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｹ鬯ｯ・ｯ繝ｻ・ｩ髯晢ｽｷ繝ｻ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ髣包ｽｳ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ鬮ｫ・ｶ隰撰ｽｺ繝ｻ・ｻ郢晢ｽｻ驕呈汚・ｽ・ｭ髮懶ｽ｣繝ｻ・ｽ繝ｻ・｢驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｯ・ｯ繝ｻ・ｩ髯晢ｽｷ繝ｻ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ髫ｰ・ｫ繝ｻ・ｾ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｴ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｰ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ郢晢ｽｻ陷ｿ螟懶ｽｱ蝣､・ｹ譎｢・ｽ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｧ鬯ｩ蟷｢・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬯ｮ・ｫ繝ｻ・ｴ鬮ｮ諛ｶ・ｽ・｣郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・｢鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｯ・ｩ陝ｷ・｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・｢鬮ｫ・ｴ髮懶ｽ｣繝ｻ・ｽ繝ｻ・｢驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬯ｩ蟷｢・ｽ・｢髫ｴ雜｣・ｽ・｢郢晢ｽｻ繝ｻ・ｽ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｻ鬩幢ｽ｢隴趣ｽ｢繝ｻ・ｽ繝ｻ・ｻ驛｢譎｢・ｽ・ｻ郢晢ｽｻ繝ｻ・ｹ
資料２８



構成員 所属

石母田　衆 全国HAM患者友の会会長

今冨　洋祐 長崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課長

岩本　愛吉 国立研究開発法人・日本医療研究開発機構　戦略推進本部長

内田　勝彦 大分県東部保健所所長

木下　勝之 公益社団法人日本産婦人科医会会長

齋藤　滋 富山大学　学長

菅付　加代子 特定非営利法人スマイルリボン代表理事

塚崎　邦弘 埼玉医科大学国際医療センター造血器腫瘍科　　教授

永井　正規 前　桐生大学医療保健学部看護学科教授（2017年3月退職）

平川　俊夫 公益社団法人日本医師会常任理事

森内　浩幸
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
医療科学専攻　展開医療科学講座　小児科学分野教授

安河内　眞美 古美術商「やすこうち」店主

山野　嘉久
聖マリアンナ医科大学大学院　先端医療開発学　教授
難病治療研究センター病因・病態解析部門　部門長

渡邉　俊樹 東京大学名誉教授

○：座長

＜参考人＞

内丸　薫
東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻
病態医療科学分野　教授

ＨＴＬＶ－１対策推進協議会　構成員名簿
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「HTLV-1 感染の感染症法・五類感染症指定に関する要望」

東京大学大学院新領域創成科学研究科

メディカル情報生命専攻病態医療科学分野

東京大学医科学研究所附属病院血液腫瘍内科 内丸 薫

日本HTLV-1学会

第14回HTLV-1 感染対策推進協議会
2019. 10. 25
厚生労働省 中央労働委員会 講堂（７階） 資料2



HTLV-1総合対策

2010.12HTLV-1特命チーム
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厚生労働行政推進調査事業費補助金
「HTLV-1母子感染予防に関するエビデンス創出のための研究」（板橋班）



板橋班マニュアル

厚生労働行政推進調査事業 HTLV-1母子感染予防に関する研究（板橋班）
「HTLV-1母子感染予防対策マニュアル」
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キャリアマザーの数については実態が把握できる

授乳介入によるキャリア数減少効果の評価は？

人

塗装府県
都 道 府 県

妊婦健診で判明したHTLV-1感染者数 都道府県別推定値（2017年）
日本産婦人科医会 昭和大学産婦人科関沢明彦/厚労科研板橋班 昭和大学小児科板橋家頭夫による



6

第10回HTLV-1対策推進協議会資料
国立感染症研究所 浜口 功

全国のHTLV-1キャリア数のデータは

研究班ベースの日赤の献血データをもとにした推計値のみ

歳



7
性感染の実態の把握、対策の検討

令和元年度第2回ＡＭＥＤ 浜口班
国立感染症研究所 浜口 功
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HTLV-1 感染の動向の把握が対策の検討のためにも重要

令和元年度第2回ＡＭＥＤ 浜口班
国立感染症研究所 浜口 功

出生年

出生年
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第5回日本HTLV-1 学会 昭和大学 宮沢篤男、板橋家頭夫

少なからざる都道府県で母子感染対策推進協議会が動いていない
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5類感染症指定に伴う懸念

自分がかかっているHTLV-1 感染は法律で指定されるような感染症なの？

そんなに大変なことなの・・・???
（ショック・・・）

「あの人、法律で指定されるような感染症にかかってるんですって！」

「うちの嫁（妻）はそんな感染症を持っているのか！」

「そんなものを持っている人とは付き合いたくない」

いわれのない偏見にさらされる懸念



学会登録医療機関・拠点施設を中心とした相談支援、診療ネットワークの強化

日本HTLV-1学会
登録医療機関
13施設
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啓発活動のさらなる活性化

様々な形での啓発・情報提供ツール、モダリティの検討

日本赤十字社九州ブロック血液センター品質部血液事業本部中央血液研究所
感染症解析部 中村仁美 / 相良康子
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そ

う、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶する

ことは、正に人類の悲願と言えるものである。

医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新た

な感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症

は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。

一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者

等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓と

して今後に生かすことが必要である。

このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感

染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確

保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。

ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、

この法律を制定する。
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第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

（１～５項 略）

６ この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

三 クリプトスポリジウム症

四 後天性免疫不全症候群

五 性器クラミジア感染症

六 梅毒

七 麻しん

八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げ

るものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
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                        資料３ 

意 見 書  

 

患者会、キャリアの会は HTLV1 を感染症法における５類感染症に指定することに賛成

します。 

 

【賛成理由】 

(1) HTLV1 への認識が高まり、行政、医療現場による地域差の解消が期待できる 

 現在、全ての医療機関、行政で HTLV1 が認知されているわけではありません。医療機関に

おいては、HTLV1 関連疾患の診断がつかず、また、確かな情報が得られず不安を持つ患者の

相談が未だに存在します。またキャリアと診断された人が相談できる行政の窓口は、地域に

よって機能していないところが散在しています。「5 類感染症」に指定することで、認識が

高まり、どの地域でも正確な診断、情報発信ができるよう望みます。 

 

(2) 正確な患者、キャリア数の把握できるようにし、HTLV1 の研究をより一層進めてほしい 

「5 類感染症」指定により、正確な HTLV1 関連の患者、キャリアの数が把握できるように

なると思います。これにより研究が進み、感染拡大の防止を図り、予防薬、ひいては治療薬

開発へ繋がることを期待します。 

 

（3）キャリアの相談窓口として保健所（保健センター）が機能しやすくなる 

現在は HTLV1 について対応できる市町村の相談窓口は数少ないです。啓発を進めるために

も相談体制を整えることは重要で、その役割を担う保健所（保健センター）は「第 5類感

染症」にすることで法の後押しになり、機能しやすくなると思います。 

 

最後に、「5類感染症」指定によって、偏見や差別を助長するのではないかという意見も聞

きます。しかしながら、偏見や差別を生む原因は「無知」にあり、「患者本人、そして社会や

周囲、家族が正しく知ること」で問題はなくなると考えます。 

 
以上ですが 
対策の推進のために HTLV1 を感染症法における５類感染症に入れるとともに、十

分な普及啓発をお願いします。 

2019 年 10 月 17 日 

 

NPO 法人スマイルリボン   理事長 菅付加代子 

カランコエ かごしま   代表  池上真弓 

アトムの会        会長 石母田 衆 
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